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３月に経済産業省と金融庁、財務省が連携して
中小企業への総合的な支援を展開するための「中
小企業活性化パッケージ」が公表されました。前
回（２月15日号掲載）は施策のひとつである「中
小企業の事業再生等に関するガイドライン」につ
いて、中小企業庁事業環境部金融課の海老原史明
総括課長補佐と横田直忠課長補佐に運用開始の経
緯や思いを語っていただきました。ありがとうご
ざいました。今回は再度お二人にご登場いただ
き、同ガイドラインの全容が公開されたことを踏
まえ、「中小企業活性化パッケージ」のポイントに
ついて、お話を伺いたいと思います。

――公表された「中小企業活性化パッケージ」の
関連施策集には「コロナ資金繰り支援の継続」（３
施策）と「中小企業の収益力改善・事業再生・再
チャレンジの総合的支援」（８施策）の11の施策
が記載されました
海老原　コロナ発生後からこれまで、官民合わせ
てものすごい量の中小企業向け資金供給が続けら
れてきましたが、これからは中小企業の実態に合
わせた多様なニーズに応えられるきめ細かな政策
を進めていく必要があると考えます。３月４日に
打ち出した「中小企業活性化パッケージ」はそう
したフェーズの変化に合わせたものです。
まず、引き続きコロナの影響を受けている小売

業、飲食業、宿泊業など対面型の業種に対する資
金支援を継続していくことは大切ですので、同
パッケージの施策に沿って無利子融資や危機対応
融資の受付を６月末まで延長するほか、融資期間

を15年から20年に延長するなど「コロナ資金繰り
支援の継続」を行いました。さらに今後について
は、コロナ関連融資で多大な債務を抱え将来に不
安を持ったり、前向きな投資ができなかったりす
る経営者が増えることで10年、20年先の日本経済
に大きな影響が出ないよう、収益力改善、事業再
生、再チャレンジにフェーズを分けた総合的な支
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援を実施していきます。中小企業の事業再生等に
関するガイドラインの運用開始（４月15日～）や
中小企業再生支援協議会と経営改善支援センター
を統合させて中小企業活性化協議会を設置（４月
１日～）、中小企業再生ファンドの拡充などには、
中小企業の収益力改善や再生の一歩手前の段階か
ら一体的に後押しする政府の狙いがあります。中
小企業活性化パッケージ（関連施策集）には、用
語の意味も含め各施策が分かりやすく書かれてい
ますので、中小企業経営者の方にも是非ご覧いた
だきたいです。

――前回お話を伺いました「中小企業の事業再生
等に関するガイドライン」の内容についてはいか
がでしょうか
横　田　中小企業庁はオブザーバーとして、ガイ
ドライン研究会に参加させていただいていました
が、参加された委員の方など皆さんが「中小企業
は単独で生きていくのではなく、対象債権者（金
融債権者）との対話が重要。対話があるからこそ
私的整理もスムーズに進みやすくなるわけで、平
時からの金融機関との関係構築はとても大切」と
いった認識を持たれていると感じましたし、その
点については「中小企業の事業再生等に関するガ
イドライン」（中小企業の事業再生等に関する研

究会）の資料の第二部にしっかりと反映されてい
ます。かと言って、平時から金融機関と対話をし
て適切な情報開示を行っている事業者だけが私的
整理手続を利用できるわけではありません。平時
と有事の対応の在り方について規定されている第
二部は、私的整理手続が定められている第三部の
手続利用にあたっての前提条件となっていないと
明記されており、バランスよくできていると思い
ます。

――資料には反映できなかった思いもあると思い
ます
横　田　「廃業型私的整理手続」という概念が盛
り込まれたことはとても意味が大きいと思いま
す。経営者は仮に廃業に至ったとしてもその後も
その地域で生きていかなければなりませんし、破
産となるとそこで働いていた方が突然職を失った
り、取引先に焦げ付きが発生したりするなどして
地域経済に悪影響が出ますが、金融機関に説明を
しながら廃業手続を進めてソフトランディング
すれば、従業員は転職に向けた準備ができます
し、取引先への影響も抑えることができ、さらに
は、経営者は円滑に再スタートを果たすことがで
きます。
また、現状経営者の多くは経営者保証を提供し
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ているケースが多いと思いますが、廃業した場
合、この経営者保証がネックになります。「廃業し
たら経営者保証を提供しているため自己破産する
かもしれない」と考えると、経営改善・事業再生
を決断することが難しくなるのではないでしょう
か。廃業による経営者の自己破産回避を図るた
め、経営者保証ガイドラインに基づく保証債務整
理の申し出を受けた場合、金融機関は誠実に対応
するとの考え方を明確化しました。つまり、廃業
における私的整理手続と個人破産回避の仕組みが
両輪で揃ったことになります。
ここで中小企業の経営者の方に伝えたいのは、

「廃業型私的整理手続」が盛り込まれたことで廃
業に追い込まれやすくなってしまうのではないか
と利用を敬遠しないでほしいということです。同
手続きができたからこそ、安心して早期の経営改
善・収益力改善に取り組んでほしいのです。

――ありがとうございます。資料に記載された内
容を拝見するだけでなく、こうしてお話を聞くこ

とで施策への理解が深まり身近な問題と自覚され
る経営者は多いと思います。運用の進捗に注目が
集まりますね
海老原　自身の会社がどのフェーズにあるか整理
できず、目の前の資金繰りをどうしていくか、従
業員を守るための行動が最優先になってしまい、
自社の現状を客観的に見たり、考えや視野を広げ
ていく機会がなかったりする経営者は多いと思い
ます。こうしたなかで、今回の中小企業活性化
パッケージの公表を機に中小企業経営者が自社の
こととして捉え、債権者、他業界、地域、自治体
などとの会話のきっかけ、新たな一歩を踏み出し
ていくためのきっかけにつなげてほしいです。何
をすべきかを考え続けている経営者、アクション
を起こす経営者が救われる仕組みにしていきたい
ですね。

――本日はありがとうございました

（文・写真／情報統括部情報編集課長　阿部　成伸）
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